
令和６年度 第２回尾鷲市の国民健康保険事業の運営に関する協議会 

議事録 

 

開催日時：令和６年１１月７日（木）午後７時～午後８時 

 

開催場所：尾鷲市立中央公民館 １階 視聴覚室 

 

委員数 ：１５名 

 

出席委員数 ：１１名（欠席４名） 

 

事務局出席者：５名（市民サービス課…湯浅課長、古戸主幹、清水、出口、 

税務課…相賀補佐） 

 

 

【会議内容】 

 

１．開会 

（事務局：湯浅） 

皆様こんばんは。本日はご多忙のところ夜遅くに参加していただき誠にあり

がとうございます。 

 定刻となりましたので、ただいまから令和６年度第２回尾鷲市の国民健康

保険事業に関する協議会を開催いたします。今年度より一部の委員さんが変更

になりましたのでご紹介させていただきます。被保険者を代表する委員として、

「濱地委員」、同じく被保険者を代表する委員として、「畑中委員」、公益を代表

する委員として自治会代表から「堀内委員」です。今後よろしくお願いいたしま

す。 

 

【事務局の自己紹介】 

 

私が市民サービス課の課長をさせていただいています湯浅と申します。それ

では、私の方から簡単に事務局の職員の紹介をさせていただきます。また、新

委員の皆様も自己紹介をお願いします。 

 

（以下省略） 



それでは会議を進行させていただきたいと思います。本会議の成立の可否に

ついてご報告申し上げます。 

ただいまご出席していただいております委員さんは、１５名中１１名ござい

ますので本日の会議につきましては、尾鷲市国民健康保険規則第３条に規定す

る開催の要件を満たしていることをご報告申し上げます。 

本日の資料について、確認をお願いします。机の上に置かせて頂きました資

料につきましては、まず「事項書」、「国民健康保険税の賦課限度額の見直しに

ついて」と、「国民健康保険税税率改正に関するスケジュール（案）」、「広報

１１月の写し、国民健康保険に加入中の皆さんへ」です。ございますでしょう

か？不足がございましたらお教え下さい。 

それでは尾鷲市国民健康保険規則第 4 条第 1 項の規定に基づき、会長が議長

となり議事を整理し、会務を総理するということになっておりますので、ここ

で議事の進行を会長に代わらせていただきます。 

それでは塩津会長よろしくお願いします。 

 

（会長） 

 皆様改めましてこんばんは。夜分にお集まりいただきましてありがとうござ

います。只今から私が議事進行をさせていただきますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 なお、本協議会を開催するに当たり、感染症拡大防止対策として短時間で進め

るため、委員の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

 それでは事項書に基づきまして、会議を進めてまいります。 

 議事に入る前に議事録署名委員の選出を行いたいと思いますが、私から指名

させていただくことでよろしいでしょうか。 

 

【異議なしの声】 

 

（会長） 

 それでは、千種恵美委員さんと西田育美委員さんにお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

次に副委員長の選出を行いたいと思いますが、どなたか立候補される方はご

ざいませんでしょうか？私から指名させていただくことでよろしいでしょう

か？ 

 

【異議なしの声】 

 



（会長） 

それでは、歯科医師代表の松井俊哉委員さんにお願いしたいと思います。松井

副会長さん、よろしくお願いいたします。副委員長席にご移動いただきますよう

お願いいたします。 

では、議事に入りたいと思います。市長からの諮問事項であります議題「尾鷲

市国民健康保険税賦課限度額の引き上げについて」について、事務局から説明お

願いします。 

 

（税務課） 

 税務課の相賀です。よろしくお願いします。 

 さっそくですが、説明させていただきますが、前回、塩津会長に説明が難しい

ので分かりやすくとの、ご指導をいただきましたので、できるだけ分かりやすく

説明させていただきます。 

 ちなみに資料は要点だけの資料にしてあります。 

 では、国民健康保険税の賦課限度額の見直しについて説明します。 

 まず、国保民健康保険税は大きく３つの区分に分かれています。１つめが医療

分、これはご自分の病院や薬に対するものです。２つ目が後期高齢者支援分、こ

れは後期高齢者、７５歳以上の方を支援するものです。人生の先輩を支えていこ

うということです。 

３つ目が介護保険分、対象は４０歳から６４歳までの人ですけど、これは介護

の方を支援するものです。介護を受けている方の負担をみんなで支えていきま

しょうというものです。介護保険がかかるのは４０歳からで、６５歳になると年

金から引かれるようになるので、国民健康保険税では４０歳から６４歳までに

なっております。この３つを合わせて国民健康保険税です。 

 それに対して、まず、税金をかけることを賦課と言います。国民健康保険税に

は、先ほどの３つの区分に対して、それぞれ税金をかける額、負担額はここまで

ですと上限が掛けられており、それが限度額です。税金をかける限度額というこ

とで、賦課限度額と言います。 

 今回、その賦課限度額について、国から後期高齢者支援分の限度額を上げるよ

う指示がありました。今回の国の指示は令和５年１２月に閣議決定されたもの

です。 

 国からの指示に対しての判断は市に一任されていますので、以前から市民の

皆さんに対して軽減範囲の拡大みたいな良い改正はすぐ行い、限度額引き上げ

などの負に対しては１年遅れで対応しております。 

 国の方針としましては、難しい言い方をすると、社会保険等は被用者保険のル

ールとして、最高等級の標準報酬月額に該当する被保険者の割合が、０．５％か



ら１．５％の間になるようにとなっています。国民健康保険も１．５％に近づく

よう段階的に引き上げると予想します。 

 国からの言葉が難しいんですけど、簡単に言うと、社会保険と国民健康保険の

差を埋めよと、例えば所得が一緒の給料が１千万円の会社員と儲けが１千万円

の個人事業者を比べたら、会社員は社会保険で、個人事業者は国民健康保険です。

その場合、現在、支払っている保険料は社会保険の会社員の方が高くなっており

ます。その差を埋めなさいということです。 

 参考ですけど、限度額に達している世帯を限度額超過世帯と言います。本市に

おいて令和６年度賦課時点、税金をかけた時点での後期高齢者支援分の限度額

に達している世帯は、２５世帯６３人です。 

 今回、ご審議いただき、後期高齢者支援分の限度の引き上げを行った場合、令

和６年度の所得を基にした場合ですけど、後期高齢者支援分の限度額に達する

世帯に該当するのは、２３世帯５９人になります。 

 来年度、令和７年４月１日から資料の令和７年度（改正後）の表で色が変わっ

ている部分、国民健康保険税の２つ目の後期高齢者支援分、７５歳以上の方を支

援する分の賦課限度額を現在の２２万円から２４万円に引き上げしたいと考え

ます。 

 ご審議よろしくお願いします。 

 

（会長） 

それではただいま事務局の説明にありました「尾鷲市国民健康保険税賦課限

度額の引き上げについて」について、もう遠慮なく何でも聞いてやってください。

こうやって書いていただくと良く分かります。 

正直な話、該当する人は少ないんですね。ほとんどの方が今回上がるって言う

と私も上がるんじゃないかって心配するけど、私達は関係ありませんね。 

該当するのは生活水準の高い人なんですよね。今回も言うと、７年度になると

２４万円になるんですけれども、該当世帯数は大体２３世帯で、残りの世帯の人

より遥かに上の方ということですね。 

尾鷲市でも高額税額を収めてくれているトップ５９人で、高額所得者ですね。 

 

（税務課） 

はい。 

 

（会長） 

我々庶民にはそんなに関係ない。上がるっていうことを何となく保険料が上

がるって思ってしまうものですので。正直本当に分かりやすい説明していただ



かないと誤解しそうな感じなんですよね。 

何かこんな風に私の方からだけ話させていただきましたが大丈夫ですか。 

どなたか何かご意見ございませんでしょうか？新しくなられた委員さんは何

かございませんか？よく理解していただきましたでしょうか。 

表にしていただくと本当に一握りの方っていう感じですね。 

 

（税務課） 

はい。 

 

（会長） 

わかりました。他に何かございますでしょうか？なければ、ここで、議案に対

する採決を行いたいと思います。 

議題「尾鷲市国民健康保険税賦課限度額の引き上げについて」について、賛成

の方は挙手をお願いします。 

挙手全員であります。議題「尾鷲市国民健康保険税賦課限度額の引き上げにつ

いて」は承認されました。 

 

それでは、「その他」に入ります。 

事項書には「国民健康保険税税率改正に関するスケジュール」と「１２月２日

以降の被保険者証の廃止について」が記載されております。このことについて事

務局から説明お願いします。それではこれは湯浅課長がしていただけるんです

か。 

 

（事務局：湯浅） 

委員長、それでは、私から「国民健康保険税の税率改正に関するスケジュール

（案）」について説明いたします。 

スケジュール（案）と書いてあるＡ３の資料をご覧ください。 

最初に前提として、なぜ令和８年度から税率を改正しなければならないのか、

簡単に説明させていただきます。 

尾鷲市の現在の国保財政基金（家計でいう貯金に当たる部分）は約 175,000千

円あります。今１１月ですけども、令和７年度の予算編成時期でございまして、

令和７年度にどれくらい必要なのか試算したところ、収入は約 21 億 700 万円

（皆様からの保険税、国からの交付金など）、支出は約 22億円（医療費・高額療

養費・特定健診など）支出に対して収入が 93,000千円程足りていない状況にな

る見込みです。 

基金 175,000 千円から 93,000 千円切り崩しても 80,000 千円くらいは貯金が



残るから良いのではないか。ということにはなりません。なぜなら今年は約

73,000 千円から来年は見込みですけど約 93,000 千円不足と年々基金の切り崩

し額が増加していくことが予想されるからです。このまま行くとその次の年の

令和 8年度には予算が組めない状況に陥ってしまうことが予想されます。 

これをもう少しわかりやすくイメージしやすい形でお話させていただきます

けど、例えば年収 3,000千円の家庭があったとします。 

規模が 22億円という規模なので、80,000千円の貯金と言ってもパーセンテー

ジにするとたった４％弱です。3,000千円の年収で例えると、年間で約 100千円

の貯金しかない家庭ということになります。この状況では不測の事態、例えば車

の修理や電化製品の故障、冠婚葬祭などが起こればたちまちパンクする状況に

あります。 

これを逆に国保に例えると、インフルエンザやコロナが流行し医療費が増え

たり、近年は高額の医薬品や治療等が国に認可され一人で何千万も医療費がか

かる方もちらほら見えます。そのような事態に対応するためにも基金を健全な

レベルで確保することは必要となってきます。 

まずはやっぱり令和８年度の予算を何としても組まないといけないというこ

とで、来年度中にはなるんですけども、我々の方で、税務課の方と協力し合いな

がら、また試算とか、そういうことを繰り返しながら、また皆さんにお示しして、

その数字とかそういうもっと詳しい資料を、もちろんこちらで作らせていただ

くんですけども、それを基に、皆さん自身にさらに意見なんかもいただきながら、

それらを反映して、それを繰り返しながら、税率改正の方に持っていきたいなと

いう考えでおります。 

実際に言ったら国保税を上げるのが８年度ですが、７年度予算は組めるもの

の８年度はもう組めないっていう状況なります。 

こちらが予算を組んだ時点で 8,000 万円強しか残らないっていう今試算なの

で 8,000 万円がちょっと８年度は組めないよねっていう状況になってくるので

はないかなとは予想します。 

これは変わってくる可能性もあるんですけども。 

ただ、何もしないっていう方向にはおそらくいかないと思います。８年度に向

けて７年度にどういうふうにやっていこうかっていうことを考えながら８年の

４月に向けてっていう格好になってくると思いますので、どういうことをやっ

ていくのかっていうのは、ほとんど市民サービス課と税務課とで協議を繰り返

して、試算を繰り返して、皆さんにお示しして、議会にお示ししてっていう流れ

になってきますんで、順番としては。そこをちょっとご説明させていただきたい

かなと思うのですけども。 

 



（会長） 

この問題は、どっちかいうと尾鷲市だけじゃなくても近隣市町にもかかわっ

てくる問題ですよね。 

 

（事務局：湯浅） 

全国的な問題で、国は今、全国の市町に住んでも、一律の金額にしようってい

うふうに今動いていますので、今は市町単位で、保険税のかけ方は違うんですけ

ども、最終的には令和１５年、三重県は令和１１年に平準化しようと。どの市町

に住んでも金額もほとんど変わらず保険で医療が受けられるようにしようとい

う動きになってますんで、我々としても１１年の平準化に向けて進めていきた

いんですが、ただ、その前に１回やっぱり足りないっていう状況で、本当は１０

年までは持たしたいなっていう考えではあったんですけど、やっぱり足りなく

なってくるっていうことで１回ちょっとかまさせていただく必要があるのかな

というふうに今考えています。 

ではどのような財政状況かおわかりいただけたかと思いますので、今後のス

ケジュール（案）を簡単に説明させていただきます。 

令和７年度の１２月の税務課の欄と市議会の欄に、第４回定例会にて税率改

正の条例を上程と書いてあるんですけども、ここがタイムリミットになります。 

ここを目標に、我々と税務課とで、どういうふうに作業をしていくかという表

なんですけども、税務課と市民サービス課が協議し合って、試算して、運営協議

会に出して、市議会に諮っていくという格好になるんですけども、一番まずさせ

ていただこうかなと思うのが、運営協議会の欄の２月になると思うんですけど

も、ここで今話しさせていただいたのをもうちょっと詳しい版、例えば国保税っ

ていうのはどういう仕組みで、どのようにかけられているんですかとか、所得に

対してのパーセンテージだとかそういうことの詳細を、この２月に基本的なこ

とを運営協議会と市議会の方へ、まず説明させていただこうかなと思っていま

す。 

それを分かっていただけないと、まずどんなことをやっていくかっていうの

が分からないと思いますんで、そこをちょっと丁寧にやらせていただこうかな

と思っています。 

これが終わった後に、市民サービス課の欄の３月から５月の分がこの欄にな

っていると思うんですけども、ここで国からの交付金であるとか、いろいろな収

入が入ってくるわけですよね。入ってくる額とか、今の国保財政の決算の見込み

額というのが、３月あたりには出てくると思いますので、それらの不足額のもっ

と正確な額が出てくると思うんですけども、今、先ほど 9,300 万崩さなければ

ならないという話をしたんですが、もっと詳細に詰まってくる数字になってく



ると思いますんで、それの算定とか、あとはもう人口の推計であるとか、被保険

者の数など、これらのこの時点で正確な数字っていうのが出てくると思います

んで、３月とはまたちょっと違うと思います。 

例えば亡くなられたり、転出されたりとかという話もありますんで、ここら辺

をもっと正確な数字を詰めて、４月５月の間に整備しようかなというふうに考

えております。 

それを基に、税務課と市民サービス課で試算し、いくらかかるか、それから歳

入支出と収入といった金額とか、いくら保険税をかけていくべきなのか、それら

のパーセンテージがどのぐらいになるのかで、色々調整するんですけども、そこ

ら辺の折り合いをつけたようなパターンを、いくつか出してもらいます。 

そのパターンによって、今度は３つ４つのパターンを作ると思うんですけど

も、我々の中で、それですね、今度６月の運営協議会のところで、税率改正に関

してということで市長から詳しく今度は委員会の運営協議会に対して諮問とい

う形で繋げています。 

投げかけて、皆さんに説明させていただいて、皆さんに検討、協議していただ

いて、意見をいただいたりして、それらを反映させてということを今度は税務課

と市民サービス課で、それらの意見を反映させた形で試算と協議を繰り返して、

それをまた皆さんにお示ししてっていう形でどんどん進めていきたいと思って

います。 

皆さんにご協力いただくのが、先ほどの６月の諮問それから試算、進捗状況の

報告、それから検討等を含めて８月の報告および協議と書かせていただいたん

ですけども、ここで１回それから１０月の末から１１月になるかなというとこ

ろなんですけども、それらの協議を経て、今度は運営協議会から市長に、今度は

答申でいただいて、それを議会に上程して条例改正していくというような流れ

になりますので、皆さんに来年度については３回ほどご協力いただきたいなと。  

これ予算決算とかの時期もありますので、協議会をできるだけ何回もしなく

てもいいように、８月なんかも決算と重ねて説明させていただくとかで、お手を

煩わせないような形で開催したい。 

 

（会長） 

３回というのは？ 

 

（事務局：湯浅） 

３回とていうのは、６年度の来年の２月とそれから７年度は６月、８月、１０

月から１１月の３回ですね。 

 



（会長） 

この１０月は答申するだけですので、委員の方はいなくても１人だけでいい

ですよね。市長のところに行くのは。 

 

（事務局：古戸） 

２月に関しては、例年予算のための協議会がありますので、それを重ねてあり

ます。８月は決算のための協議会がありますので、それを重ねてあります。 

１０月、１１月というのは、答申の他に、条例改正等がありますので、それと

重ねていますので、実際増えているのが６月の 1回だけです。 

 

（事務局：湯浅） 

基本的には、こちらで資料を作らせていただいて、皆さんに分かりやすく説明

させていただくつもりですけれども、説明させていただいて、皆さんにご検討い

ただきながら、意見とかそういうのをもらいながら私共で受けて、また協議して

試算してっていうのを繰り返しです。 

また、その辺のご協力を皆様によろしくお願いしたい。 

税率改正っていう厳しい言い方ですが、２月に詳しい話をさせてもらいます

けど、実際今回の料金改正については、そんなに値上がりにならない人も出てく

るかというふうに考えています。 

あんまり詳しい話だとまた長くなるので２月でいいですか。 

 

（会長） 

全部が全部上がるというわけではない？ 

 

（事務局：湯浅） 

そのように思っているんですけども。 

 

（会長） 

後期高齢者の人なんかはどうなんですか？ 

 

（事務局：湯浅） 

後期高齢者は何も関係ありません。 

 

（会長） 

本当に人は、後期高齢者とか、だんだん年齢とともに病院へかかる回数とか多

くなってきて、私らも時々こんな保険を使ってもいいんやろかって思う時があ



ります。正直基本的には仕方ないかなと思いながらも。 

 

（事務局：湯浅） 

一般的に団塊の世代と呼ばれる方々が、後期高齢者に上がってしまうんで、本

来であれば医療費って下がってくるはずなんですよ。 

普通に考えたら、多分下がるはずなんですけど下がってないんです。 

１人当たりの医療費が１０年ぐらい前と比べると１０万以上上がっているん

です 

１人当たりが上がっているのは何故かというと考えたんですけど、おそらく

ですけど、高額な医薬品が出てきたり、高額な治療も保険適用されてきたという

ことが大きなところではないかと。 

去年でも１人で 2,000 万とか使っている方がいますから、医薬品代で何百万

とか使われているっていう人が何人もいるわけですよね。 

でも僕が係長をやっていた１０年ぐらい前っていうのはそんなのが出始めて

きた頃か、その前ぐらいだったので、そんな何千万も使うような人ってなかなか

いなかったんですけど、病気によって、やっぱり１年で 2,000 万ぐらい使って

いる人も多いので。 

 

（会長） 

一辺、三重県の県下の医療費の使い方を見せてもらったことあったんですけ

ど、尾鷲市は基本的なところ近隣市町よりは下だったので良かったと思ったん

ですけども。 

 

（事務局：湯浅） 

今は上です。５０万円超えていますね。 

僕がおった頃は３５、６万円とかだったんですけど、今は５０万を超えていま

す。 

 

（会長） 

やっぱり国保税見直さなあかんな。 

 

（事務局：湯浅） 

医療費を下げるって言っても病院行かないでくださいねっていう話はできな

いんでね。 

健康な方向へ持っていくのか、収入を増やすかしかないんですよね。財政を回

していこうと思うと、現状としてはそんな感じです。 



（会長） 

湯浅課長の説明についてはよろしいですか。 

はい、ただいまの事務局の説明のありました、国民健康保険税税率間改正に関

するスケジュールについて何かご質問ありましたらどうぞ湯浅課長に投げかけ

てください。 

どんな厳しいご意見でも結構です。 

 

（畑中委員） 

すいません、収入が少なくて支出が多いということで、貯金を取り崩していく

って状況になるってことですよね。 

そうすると令和８年度の後は多分もうもたないだろうということなんですけ

ど税率を上げることによってトントンでいくのか、それとも増やして、例えば

8,000万プラスで取ってまた積み上げていくのか、どっちの方向で考えているの

ですか？ 

結局収入と支出が一緒であれば 8,000万円が残るじゃないですか。 

また 1,000万積み上げて 9,000万、次の年は 9,000万にするとか。 

 

（事務局：湯浅） 

基本的にはですね、そのトントンで行くということは、国保の財政の貯金の部

分ですよね。直近の部分がもう０と考えると、やっぱりそれは心もとないですよ

ね。 

やっぱりある程度積み上げましょう、多少はちょっと積み上げた形でという

格好になると思いますけど。 

 

（畑中委員） 

それは、来年度は 8,000 万残ると、それが次の年になったら多分 1,000 万ず

つ積み上げて 9,000万残っていくとかっていうふうですね。 

 

（事務局：湯浅） 

１年当たりいくら、こちらがいただきたいのかっていうところ計算を３年間

続けるっていう話なんですけど、これ国保の制度なんで、かかった医療費と、予

算で積んである金額あるんですけど、実際かかった医療費とちょっと差がある

んですよ。 

その差が出た分を毎年９月に積んでいくという制度がありますので、医療費

が下がればその金額はやっぱり自然に増えてくるんですけど、それ自然に増え

るっていうのを医療費が下がるっていう意味で考えると、なかなか下がってこ



ないのが現状ですので、どんどん増えていますので医療費自体が。これがこうい

う傾向が見えてきたりすると、どんどん貯金は増えていくのですけど、これが見

えない限りは、おそらく上がり続けるか、平行かって見るのが妥当かと思います

ので、やっぱり医療費がどのぐらいっていうのをまず計算しないと、それよりち

ょっと積んで取るっていう形になるんかなと思っています。 

それでどんどん貯金が増えれば、値上げが先延ばしにできるっていう格好に

なりますので、そういうふうには今考えていますけども。 

 

（会長） 

はい、ありがとうございました。 

他にどなたか質問はないですか、よろしいですか？ 

 

（中井委員） 

ちょっとどうぞ国保税を納める人っていうのはもうこれから増えていくこと

はないですよね。どんどん減ってくるわけで。 

市民の生活自体も今はいろんな物価もあるし、色々なことでも、医療費は当然

大変な状況になっているわけでどんどん上がっていくと思うんで、なかなか大

変な問題が出てくるんだろうと思うし、そこは我々だけで悩んでもしょうがな

いんだろうと思うし、何か国へ要請するとか県に要請するとかいろんな負担金

を交付金を増やしてもらうしか手はないないのかなっていう感じもなきにしも

あらずなんですけど、その辺っていうのはなかなか難しい問題でしょうからね。 

 

（事務局：湯浅） 

今おっしゃっていただいた話で、僕らも普通に考えたら、人口被保険者が減っ

ていくのに医療費は増えていくという状況なんですよ。普通に考えれば減って

いくんだったら医療費もずっと減っていくんかなって考えるんですけど、それ

がなかなか減っていかないっていう今状況なので、我々としても獲得できるよ

うな交付金については、さらに検討をして、もっと収入を増やす努力ももちろん

していかなくてはいけないと思いますし、そこら辺はちゃんと、市の方でも考え

させていただいております。 

 

（会長） 

はいありがとうございました。他にどなたかないですか。よろしいですか。 

それでは質問は以上ということで、「１２月２日以降の被保険者証の廃止につ

いて」の説明を古戸さんの方からよろしくお願いいたします。 

 



（事務局：古戸） 

「１２月２日以降の被保険者証の廃止について」について説明させていただ

きます。資料「広報１１月の写し、国民健康保険に加入中の皆さんへ」をご覧く

ださい。 

マイナンバーカードに保険証が一体化されるため、１２月２日以降に紙の保

険証が廃止されます。これは後期高齢者医療の保険証も一緒です。 

既に配布している保険証は、基本的には来年の７月３１日の有効期限まで使

用することができますので、マイナ保険証と併用でどちらも使うことができま

す。８月１日以降はマイナ保険証に一本化されることになっています。国保から

社会保険、後期に移行するなど資格が変わったとしても、マイナ保険証を更新す

るとかの手続きはいりません。 

次に１２月２日以降に発行される資格確認書についてです。 

１２月２日以降に本市の国民健康保険に加入される場合、記載内容が変更、保

険証を紛失された場合等においては、資格確認書を発行いたします。これらは、

保険証がないため、病院にかかれないといったことを防止するためです。 

右のイメージ図を見ていただいたとおり、被保険者証の部分が資格確認書に

変わる程度の変更です。 

マイナカードを作っていない方、マイナカードを作っていても、保険証と紐づ

けされていない方については、本人が手続きしなくても、国保であれば市から、

後期であれば津の広域連合から、８月１日から使える資格確認書をお送りしま

すのでご安心ください。資格確認書で病院にかかることができるようになって

います。 

 

（会長） 

それではただいま事務局の説明にありました「１２月２日以降の被保険者証の

廃止について」について、何かご質問ございましたら、ぜひ古戸さんに聞いてく

ださい。 

まず私から質問させてください。今、私はマイナンバーカードを持っているん

ですけども、それが保険証と紐付きになってくるかどうかを調べる方法ってあ

るんですか？ 

 

（事務局：古戸） 

はい、調べることができます。 

前に２万円のポイントをもらった人は、間違いなく紐づけはされているんで

すけども、されてない方については、自宅でも iPhoneとかの携帯電話を使って、

マイナポータルっていうサイトにアクセスすれば確認できますし、病院のマイ



ナ保険証を読み込む機械でも紐付け可能ですし、市でも紐付けはやっておりま

す。 

 

（会長） 

多分していると思うんですけど、 

 

（事務局：湯浅） 

市民サービス課の窓口に来ていただいたら確認します。 

 

（会長） 

まだ、しばらくは普通の保険証でいいんですよね。 

 

（事務局：古戸） 

来年の７月末まで使えます。 

 

（会長） 

一つ聞きたいんですけども、私の知っている方で、国民健康保険税を払わずに

保険証が無効になっている人っておりますよね、そういう人ってマイナンバー

カードを持ったら、医療は受けられるのですか？ 

 

（事務局：古戸） 

マイナンバーカードに紐付けされていたとしてもその資格は病院の方で分か

ります。 

 

（会長） 

なるほどマイナンバーカードだけは持っていれば、どこでもいけるんだと思

いましてね 

 

（事務局：古戸） 

病院の方で機械にかけるとマイナンバーカードの方に医療記録の他に、資格

の限度額とかそんなのはもう全部入っています。 

 

（税務課） 

そこは税務課が抜かりなく。 

 

 



（会長） 

それでなくてはね。 

滞納していて、民生委員をしていたもので、それで使えないのと言って、福祉

保健課で色々もう通帳とか全部預かっていただいて、それでその方がきちんと

働いて納めるようにしたので、今は保険証が戻ったような人がおりましたんで

やっぱりそういう人も世の中におるんやなと思ってね。やっぱりそういうあた

りはきっちりと分かるんですね。 

 

（事務局：湯浅） 

ちなみに尾鷲市内でマイナンバーカードを保有されている方は８０％弱です。 

２０％強の人は、未だに持たれてない方もおりますので、８月１日以後、資格

確認書でしか病院にかかれない方が２０％おります。 

 

（会長） 

他に何かこのマイナンバーカードの被保険者の廃止について何かご質問あり

ませんでしょうか？ 

西田さんは何か聞きたいことないですか？ 

 

（西田委員） 

これらは、病院行った時にもう保険証とマイナンバーカードと一緒に、受付と

かお薬もみんなしてきたので。 

 

（事務局：湯浅） 

ずらっと情報として、病院側の方では、ぱっと一目で分かるようになるんかな

って気がするんですけど、そこら辺は僕らは分からないですけど。 

 

（西田委員） 

暗証番号と顔認証とどっちを選びますかって言われたけどな暗証番号の方に

しておいたんですけど。 

 

（千種委員） 

マイナンバーカードは毎月やっぱり見せるのですか？保険証は毎月見せます

が。 

 

（事務局：古戸） 

マイナンバーカードの使い方は保険証と一緒ですので、毎月１回、使い方は同



じになります。 

 

 （榎本委員） 

マイナンバーカードからちょっと外れるんですけれども、国は市町の税率の

基準を同率にしようとしているってさっきおっしゃったよね。 

尾鷲市なんか貧乏な方やから貧乏、中高とあったら、中に基準を合わせるとし

たら尾鷲市なんか上がるわけじゃないですか多分。そしたらまた値上げってい

ことも。 

 

（事務局：湯浅） 

それは分からないです。尾鷲市が全国のどのレベルで保険税をいただいてい

るかっていう詳しいのはまだ分からない。 

 

（榎本委員） 

下がる可能性もあるのか？ 

 

（事務局：湯浅） 

下がるかというのは分からないですけど、基本的には平成 30年度に県に一元

化されています保険証っていうのは、三重県が発行しているものになりますん

で、そこからだんだん推移していきます。 

だんだんそこへ持っていっているんですよね。正直今の段階で、上がるか下が

るかって言われるとちょっと分からないです。 

 

（榎本委員） 

だからその値上げの話は別に委員である以上あんたのせいで上がったと思わ

れないか心配です。 

 

（事務局：湯浅） 

それは皆さん一緒です。 

運営協議会でそんなことは駄目だと反対されたら大変ですけども、そんなこ

とはあんまり聞いたことないですね。全国どこでも。よっぽどおかしな数字を出

してきたとか、そんな話あった方がいいんですけど、ほとんど分かっていただけ

ている。 

 

（会長） 

マイナンバーカードの方に戻りますけども、何か個人情報とかみんなもそれ



に入ってくるんですよね、病歴とかそういうことも。 

 

（事務局：古戸） 

マイナンバーカードに入っているっていうより、国のサーバーに情報が入っ

ていて、そこにマイナンバーカードでアクセスするっていう格好になっていま

す。 

 

（会長） 

そうすればマイナンバーカードだけでは分からない？ 

 

（事務局：古戸） 

はい。一応、どんな薬を飲んでいたとかいうのを記録として電子カルテを引っ

張ってくるので、Ａ病院にかかっていて、旅行とかで急にＢ病院にかからなけれ

ばならないようになった場合に、本人はどんな薬を飲んでいたか分からないけ

れども、マイナンバーカードですと、過去に飲んでいた薬とかが分かるようにな

っています。 

 

（事務局：湯浅） 

お薬手帳とか持っていてもお年寄りの方なんかはこまめに管理するのですけ

ど、僕らも薬飲んでいてもお薬手帳書を持ってないんで分かっている薬は言い

ますけど、そんな人も多々見えるんで、それらが分かるという便利なこともある

んですね。 

 

（会長） 

はい、わかりました。ありがとうございます。あと、どなたかよろしいでしょ

うか？ 

 

（畑中委員） 

一応、私もマイナンバーカード持っているので、紐付けされていると思うんで

すけども、後期高齢者も同じように資格確認書っていうものが来るんですよね。

これは年に１回来るってことですか？ 

 

（事務局：古戸） 

紐付けされてない方には年に１回更新で８月１日から７月３１日まで使える

資格確認書を毎年送ることになります。 

 



（畑中委員） 

うちの母は９５歳なのでマイナンバーカードは作ってないんですよ。そうす

ると、ずっと亡くなるまではこの資格確認書で多分病院行くってことになるっ

てことですね。 

 

（事務局：湯浅） 

はい、届きます。持ってない人には届きます。 

 

 （松井副会長） 

この資格確認書っていうのは全員じゃなくって、マイナンバーカードに紐付

けされていない人にだけ届くってことですか？ 

 

（事務局：古戸） 

そうです。紐づけされている方はマイナンバーカードを使ってくださいとい

うことになります。 

 

（松井副会長） 

マイナンバーカードを持っている人は、もう今持っている紙の保険証の期限

切れたらもう、もう終わりで、保険証は２度ともらえないということですね。 

 

（事務局：古戸） 

社会保険とかの場合は一応来年の 12 月 2 日までは使えるってなっています。

僕らみたいな共済で来年の 12月 2日までとなっています。 

 

（会長） 

マイナンバーカード使って作ってない人って結構いるんですか。 

 

（事務局：湯浅） 

２０％います。 

 

（会長） 

２万円いただいたときに結構作った方が多いように思うんですけど。私らも

いろんな紹介をして人を集めて。 

 

（松井副会長） 

２０％の中には、生まれて１週間の子供とかそんな人も入っているんですよ



ね 

 

（事務局：古戸） 

はい、そうですね。作った人を引いた数になるので。 

 

（松井副会長） 

そういう人はほぼ作るんですかね。生まれた日に作るってことはないでしょ

うけど。 

 

（事務局：古戸） 

マイナンバーカードってすぐに作れるものじゃないので、とりあえず資格確

認書を一旦お出しして、それでとりあえず病院にかかれるようにはすると思い

ます。このような時のために資格確認書は本来あるので。 

 

（会長） 

分かりました。あと皆さん、何かお聞きしたいことはどうぞ、もうどんどん聞

いてください。 

 

（中井委員） 

確認したいんですけども、このスケジュールの中で、この６月に開催する国保

財政健全化委員会のことですけども、この中に、今私の他、塩津さんもそうなん

ですけども、福祉保険課の方で、健康増進を推進するために副市長が筆頭になっ

て検討会やっているんですよ。 

その方たちが課長級の中に入っているのかどうか、要するにアンバランスに

なっていると、片方は保険をあんまり使ってくれないっていう立場の計算する

んですけども、一方健康作りの方は、なるべく自力で健康増進をしてくださいっ

ていう事業と、こちらの方のバランスをどうやって取るのか。ようするに健康増

進を推進する福祉保健課もその委員の中に入っているかどうか 

 

（事務局：湯浅） 

健康づくりの担当である福祉保健課は、基本的には入ると思います。福祉の他

にはあと財政とか主要なところは入ってくるんですけど。 

 

（中井委員） 

私の方で塩津さんも一緒にやっているんですけども、こういう健康診断をや

ったらどうかとか、コミュニティセンターの方へ福祉保健課の方が行って健康



づくりをやってくれとかっていう要望を出して、実際に取り組んでもらってい

るわけですので、やっぱりその方々たちも一緒に入って欲しい。 

 

（事務局：湯浅） 

今、中井さんがおっしゃっていただいたようにその健康づくりっていうのは、

国保の中でも事業としてございますんでね。検診を受けたりどうのこうので、そ

こはもうリンクしておかなければいけないと思います。密接な関係なのですか

らね。 

 

（中井委員） 

そうなっているのかなというのは、質問させていただいたのですけども、今、

私が尾鷲市に言っているのは、紀北町と尾鷲市の健康診断の項目が違うという

のはどういうことなのかということを、私は言ったことあるんですけども、紀北

町は定期的に前立腺がんの血液検査を 500 円とかでやっているということで、

尾鷲市には、それはないんですね。 

だから紀北町と同じようにならないかと話を色々、塩津さんたちと助言をし

ているものですから、足並み揃えてやってほしい。 

後期高齢者になると紀北広域連合で一緒に合体として、介護を取り扱ってい

る状況ですのでそれをリンクしてやってもらった方がいいんじゃないかなって

いうことで、しっかりやっていると思いますけども、これではちょっと表現が分

からなかったので質問させていただきました。 

 

（事務局：湯浅） 

ありがとうございます。 

 

（会長） 

どなたか他にありますか。ないでよろしいですか？ 

よろしいようでございます。それではないようですので、今日は湯浅課長をは

じめ、相賀さんにも分かりやすく説明いただきましたので無事に協議会終わる

ことができました。 

それではこれをもちまして、令和６年度第２回の尾鷲市の国民健康保険事業

の運営に関する協議会を閉会いたします。 

今日はどうもありがとうございました。 


